
瀬戸市子ども・若者支援活動応援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・若者が社会的自立に困難を抱えることを防ぐため、子ども・若者

とその家族（以下「支援対象者」という。)に対し、支援を実施する法人、団体及び個人（以

下「団体等」という。）を対象として、予算の範囲内においてその活動に必要な経費を補助す

るため、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金（以下「応援金」という。）を交付することに関

し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「子ども・若者」とは、原則妊娠期を含めた０歳から３９歳までの

者をいう。 

 （交付対象者） 

第３条 応援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体等とする。 

 ⑴ 団体等の活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを

目的とするものでないこと。 

 ⑵ 団体等の活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とす

るものでないこと。 

 ⑶ 団体等の活動が、特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職

にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでない

こと。 

 ⑷ 団体等が、暴力団（瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）第２条第１

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 

 ⑸ 団体等（当該団体等を構成する者を含む。）が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し

ないこと。 

 ⑹ 暴力団員が、団体等の役員となっていないこと。 

 ⑺ 団体等が、市民税を滞納していないこと。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、次条に規定する応援事業を行う者として不適格でないこと。 

（応援事業） 

第４条 応援金の交付対象となる事業（以下「応援事業」という。）は、応援金の交付対象者が

瀬戸市内で支援対象者に対し無料又は実費相当額で直接実施する別表第１に掲げる事業であ

って、毎年４月１日から翌年２月末日までの間に実施する事業とする。 

２ 応援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、応援事業のうち、居場所

提供事業は必ず実施し、併せて居場所提供事業を除く応援事業を実施できるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に該当する事業は、応援事業としない。 

 ⑴ 公序良俗に反するもの 

 ⑵ 営利を目的とするもの 

 ⑶ 特定の支援対象者のみを対象とするもの 

 ⑷ 瀬戸市の委託事業に該当するもの 

 

 



（交付対象経費） 

第５条 応援金の交付対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、応援事業に要する

ものとし、その項目及び内容は別表第２のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める経費は、交付

対象経費から除く。 

 ⑴ 応援事業に支援対象者以外の参加者が含まれる場合 支援対象者以外の参加者に係る経

費 

 ⑵ 応援事業及び営利を目的とする事業を同時に開催した場合 営利を目的とする事業に係

る経費 

 ⑶ 応援事業の実施に当たり実費相当額を徴収した場合 徴収した実費相当額のうち交付対

象経費に充当したもの 

 ⑷ 応援事業の実施に当たり、応援金とは別に、国、地方公共団体、その他の法人から補助金

又は助成金を受領した場合 受領した補助金及び助成金のうち交付対象経費に充当したも

の 

 ⑸ 応援事業の実施に当たり、団体等から寄附金を受領した場合 受領した寄附金のうち交

付対象経費に充当したもの 

（応援金の交付額及び限度額） 

第６条 応援金の交付額は、交付対象経費を合算した額（当該額に１，０００円未満の端数が

生じるときは、これを切り捨てた額）とし、その交付限度額は、別表第１に掲げる上限金額

以内で交付対象経費を合算した額とする。 

（応援金の交付申請） 

第７条  申請者は、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金交付申請書兼請求書（第１号様式。以

下「申請書」という。）に、関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。 

２ 申請書の受付期間は、毎年４月１日から翌年１月３１日までとし、先着順で受け付けるも

のとする。ただし、応援金の交付予定額が予算額に達したときは、新たな申請は受け付けな

いものとする。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定により申請し、次条第１項の規定により応援金の交付決定

を受けた団体等が、当該交付決定を受けた応援事業とは別の応援事業（同一の応援事業であ

って実施期間が異なるものを含む。）について申請書を提出する場合について準用する。この

場合において、前項中「毎年４月１日から翌年１月３１日まで」とあるのは「交付決定を受け

た応援事業に係る第１２条の規定による応援金の確定の通知を受けた日から当該日の属する

年度の１月３１日まで」と読み替えるものとする。 

（交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条に規定する応援金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは、応援金の交付決定を行い、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金交付決定通

知書（第２号様式。以下「交付決定通知書」という。）により当該交付申請を行った申請者に

通知する。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、適当でないと認めたときは、応援金の不交付決定を

行い、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金不交付決定通知書(第３号様式)により当該交付申

請を行った申請者に通知する。 

 



（応援金の交付） 

第９条 市長は、交付決定通知書を受けた者（以下「交付決定者」という。）に対して、速やか

に応援金を交付する。 

２ 応援金は、交付決定者が指定した金融機関の口座へ振り込むことにより交付する。 

３ 交付決定者は、応援金を第５条に規定する経費に使用しなければならない。 

（応援事業の変更等の申請） 

第１０条 交付決定者は、応援事業の内容を変更し、又は応援事業を中止しようとするときは、

あらかじめ瀬戸市子ども・若者支援活動応援金（変更・中止）申請書（第４号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請書が提出された場合は、その内容を審査し、瀬戸市子ども・

若者支援活動応援金変更交付決定通知書（第４号様式の２）により、当該申請書を提出した

交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、応援事業の完了の日から起算して１５日以内又は完了の日の属する

年度の３月１５日のいずれか早い日までに、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金実績報告書

（第５号様式。以下「実績報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 交付決定者は、応援事業に係る経費について明確にするとともに、応援事業の完了した日

の属する瀬戸市の会計年度終了後５年間、応援事業に関する全ての書類を保存しなければな

らない。 

（応援金の確定） 

第１２条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、応援金の額（第８条第１項に規定する交付決定の額を上限とする。）を確定し、瀬戸市子

ども・若者支援活動応援金確定通知書（第６号様式）により交付決定者に通知するものとす

る。この場合において、確定した応援金の額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これ

を切り捨てた額とする。 

 （応援金の精算及び返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により確定した応援金の額が、第９条の規定により交付した応

援金の額に満たないときは、交付決定者に対し、その差額について期限を定めて返還を命じ、

精算するものとする。 

２ 前項に規定する応援金の返還命令は、瀬戸市子ども・若者支援活動応援金返還命令書（第

７号様式。以下「命令書」という。）によるものとする。 

３ 命令書を受けた者は、市長が定める期限までに応援金を返還しなければならない。 

（応援金の交付決定の取消し及び返還） 

第１４条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定した応援金

の全部又は一部を取り消し、既に交付した応援金がある場合には、期限を定めて当該応援金

の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 ⑴ この要綱に違反したとき。 

 ⑵ 応援金を他の目的に使用したとき。 

 ⑶ 偽り又は不正の方法によって応援金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。 

２ 前項に規定する応援金の返還命令は、命令書によるものとする。 

３ 命令書を受けた者は、市長が定める期限までに応援金を返還しなければならない。 



（延滞金） 

第１５条 交付決定者は、前２条の規定により応援金の返還を命ぜられ、これを納付期限まで

に納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

つき年１０．９５パーセントの割合を乗じて得た額を延滞金として市に納付しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又

は一部を免除することができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１６条 交付決定者は、応援金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（報告、検査等） 

第１７条 市長は、特に必要があると認めたときは、交付決定者に対し、必要な報告若しくは

資料の提出を求め、又は検査をすることができる。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行し、令和３年４月１日以後実施した応援事業から適

用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年１１月１日から施行し、令和３年４月１日以後実施した応援事業から

適用する。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  （受付期間） 

 ２ 令和４年度の受付期間については、第７条第２項の規定にかかわらず、令和４年７月１

日から令和５年１月３１日までとする。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条・第６条関係） 

事業名 上限金額 事業の概要 

居場所提供事業 １９万４千円 

 子ども・若者が集える場所を提供する事業。子ど

も・若者が相談できる体制を整え（専門職の配置は

問わない）、毎月１回以上開催する。 

子ども食堂事業 １６万８千円 

支援対象者に対して、栄養バランスのとれた食事

の提供を行う事業。子ども一人あたり３００円を支

援金額とし、前年度実績に応じて申請する。なお、

前年度実績のない申請者については、上限申請金額

は５万円とする。 

食品・生活必需品等配

布事業 
１６万５千円 

食料や日用品など生活に必要なものを直接配布す

る事業。一人当たり３００円を支援金額とし、前年

度実績に応じて申請する。なお、前年度実績のない

申請者については、上限申請金額は５万円とする。 

学習支援事業 ３万９千円 
基本的な学力の補填や学習習慣の定着のために

居場所で行う学習を支援する事業 

体験活動事業 ３万７千円 

子ども・若者が社会に出ていくための準備とし

て、ボランティア等の体験活動を、居場所とは異な

る場所で行う際に必要な交通費等を支援する事業 

子ども食堂 

ネットワーク事業 
２９万３千円 

居場所提供事業及び子ども食堂事業を行いなが

ら、独立した倉庫を所有又は借り受け、他の子ども

食堂に対して物資を供与している団体等が、そのた

めのネットワークを確立し、定期的な物資調達と供

与を行っている場合にその活動を支援する事業 

<特記事項> 

・ 居場所提供事業は必ず実施するものとし、併せてその他の事業を実施できるものとする。 

・ 開催期間に、参加人数が一人もいなかった場合には、施設利用及び広報に係る費用を除い

た交付金の全てを返還する。なお、自然災害等、やむを得ず開催できなかった場合を除く。 

 

  



別表第２(第５条関係) 

経費項目 内  容 

備品購入費 

（上限５万円） 

調理器具、椅子、食器等の購入に要する経費 

※ 開設年度のみを支援対象とする 

消耗品費 文具費、日用品費、材料費、医薬品代等 

食料費 食料品の購入費 

教材費 教科書、ノート等の教材費 

光熱水費 電気・ガス・水道料金等 

印刷費 チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費 

通信運搬費 郵便、宅配便等の運搬用費用等 

交通費 食材の運搬や子どもの送迎等に係る交通費 

使用料及び賃借料 会場等を使用するための費用並びに車両及び機器類のリース料 

謝金 従事するボランティア等の謝金 

修繕費（上限５万円） 

建物の修繕又は改修に係る経費（事業実施に最低限必要な改修に限

る。） 

※ 建物の躯体の変更等、大規模な増改築を除く。 

衛生管理費 検便費用 

その他 応援事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費 

＜特記事項＞ 

・ 交付対象経費は、応援事業運営に最低限必要なものに限る。 

・ 団体等の運営に要する経費（団体等の事務職員の賃金及び役員報酬、事務所の維持管理費

及び借上費等）、応援事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費は対象外とす

る。 

・ 応援事業を支援対象者以外の参加者を含めて実施する場合及び営利を目的とする事業と同

時に実施する場合は、按分等により明確にされた応援事業に係る経費のみを対象とする。 


